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区内シェアサイクル事業者によるサイクルポートの設置について 

 

 

区は、シェアサイクルを公共交通の一つと位置付け、区内でシェアサイクルを展開す

る事業者（株式会社ドコモ・バイクシェア、OpenStreet株式会社、株式会社Luup）と連

携して、シェアサイクルの普及や利用促進を図っている。 

この度、各事業者と調整し、区内初となる複数の事業者のシェアサイクルを同一箇所

に集めたサイクルポートを２か所設置することとしたため、以下のとおり報告する。 

 

１ 各サイクルポートの概要  ※詳細位置は別紙のとおり 

（１）中野区中野４－１１－１９（新庁舎敷地内 来庁者用駐輪場の一部） 

 ・設置台数 約１５台前後で調整中 

・設置時期 ５月中旬以降設置予定 

   ※現庁舎敷地内の株式会社ドコモ・バイクシェアのサイクルポート２か所は、令和

６年５月上旬に廃止予定 

（２）中野区新井３－３８－１０（まちづくり事業用地） 

  ・設置台数 約２０台前後で調整中 

・設置時期 ５月下旬以降設置予定 

 

２ 今後の予定 

設置したサイクルポートの利用状況を確認し、課題を整理した上で、同一箇所で複数

の事業者のシェアサイクルが利用可能なサイクルポートの設置について検討していく。 

 

 

  



別紙 

 

サイクルポート位置図 

 

（１）中野区中野４－１１－１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中野区新井３－３８－１０ 
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